
電気自動車購入仕様書 

１．調達物品　　　　　　　電気自動車（軽貨物） 
 
２．数量　　　　　　　　　１台 
 
３．車両に関する仕様　　　「対象車両」、「車両装備品」のとおりとする。 
　　　　　　　　　　　　　なお、納入する車両及び装備は全て新車（新規登録車両） 
　　　　　　　　　　　　　及び新品に限る。 
 
４．納入場所　　　　　　　環境農林水産部廃棄物対策課 
　　　　　　　　　　　　　岸和田市土生町二丁目 4番 30 号（岸和田市環境事務所） 
 
５．納入期限　　　　　　　令和 8年 10月 30 日（金）まで 
　　　　　　　　　　　　　ただし、受注者は可能な限り早期納入に努めるものとする。 
　　　　　　　　　　　　　なお、車両の新規登録は、納車日の前１か月以内に行うこと。 
 
６．納入時検査　　　　　　納入場所において、所管課ごとに車両の検査を行う。 
 
７．支払方法　　　　　　　納入場所における納入時検査合格後、納入業者から所管課へ 
　　　　　　　　　　　　　請求書を提出し、所管課が適正な請求書を受領後、１ヶ月以内 
　　　　　　　　　　　　　に支払う。 
 
８．対象車両 

　　 
 

 車両 電気自動車（EV）/軽貨物　
 駆動用バッテリー リチウムイオン電池
 充電仕様 ・CHAdeMO規格準拠　・普通充電対応（200V） 

外部給電機能は不要
 形状 AT・２WD・５ドア・乗車定員４名
 ボディ色 ホワイト系またはシルバー系で価格が低い方 

（2 トーンカラー不可）
 想定車両 三菱/MINICAB EV（型式：ZAB-U69V（4シーター）） 

日産/クリッパーEV（型式：ZAB-U79V（4シーター）） 
ホンダ/N-VANe:（型式：ZAB-JJ3（4シーター））



 
 
９．車両装備品 
　（１）基本装備 
　　　　次の装備をすべて備えること。 

 
（２）附属品、特別仕様 
　　　　次の附属品及び仕様をすべて備えること。 

 
10. ドライブレコーダー機器仕様 
　 ・メーカー：コムテック、HP、ケンウッド、セルスター工業、パイオニアまたはユピテ 
　　　　　　　　 ル 
　 ・カメラ構成：前後 2カメラ 
 　・モニターの有無、液晶サイズおよびWi-Fi：指定なし 
 　・記録メディア：SDカード（32GB以上） 
　 ・録画・録音方式：常時録画、G（加速度）センサー録画、手動録画、音声録音 

 ・パワーステアリング ・リクライニングシート
 ・パワーウィンドウ ・集中ドアロック
 ・運転席、助手席エアバッグ ・スペアキー（2本）
 ・エアコン ・充電ケーブル（200V用１本５m以上）
 ・フロアマット(汎用品可) ・標準工具
 ・三角表示板(汎用品可) ・その他メーカー標準装備

 No 項目 備考
 1 衝突回避支援ブレーキ機能
 2 誤発進抑制制御機能 後方も付帯していることが望ましい 

＊前方は必須
 3 車線逸脱警報システム
 4 後退時車両直後確認装置 バックカメラ又は検知システム 

＊リヤコーナーセンサー必須
 5 パーキングセンサー 前方も付帯していることが望ましい 

＊後方は必須 
＊リヤコーナーセンサー必須

 6 ドライブレコーダー 10.ドライブレコーダー機器仕様のとおり
 7 AM:FMラジオ 汎用品可
 8 文字入れ 前ドア左右各１箇所に「岸和田市」縦書き 

黒色・ゴシック体、１文字５㎝角



　 ・カメラ性能（フロント・リア共通）： 
① 画素数：200 万画素以上 
② 解像度：1920×1080（フルHD）以上 
③ レンズ画角：水平 130° / 垂直 67° / 対角 150° 以上 

　 ・必須機能 
① 駐車監視機能 
② LED信号機対応 
③ GPS 
④ ノイズ軽減対応 
⑤ WDR機能またはHDR機能：片方または両方搭載 
⑥ スーパーキャパシタ 
⑦ タイムラプス機能 
　 ・参考品番：コムテック　MK-077A 
　　※参考品番以外の機種を指定する場合は、事前に同等品の申請を行い、事前に 
カタログ等の資料を提出し、承認を得ること 

　 ※車両への必要な設置・取り付け工事も含めて納入すること 
 
11．その他 
　（１）納入日及び納入場所等は、所管課と綿密に打合せのうえ定めること。 
　（２）諸費用は、入札（見積）価格に含むものとする。 
　（３）自動車保険（自賠責保険）、重量税、自動車税、自動車リサイクル料金、下取り費
用、検査登録手続き・車庫証明手続きにかかる費用及び法定費用について、入札（見
積）価格に含めること。 

　　　　なお、入札書記載金額は、消費税及び地方消費税分 10％に相当する金額を除いて
記載すること。 

　（４） 自動車保険（自賠責保険）は 25か月加入すること。なお、自動車保険（任意保険） 
は発注者が別途自ら加入するため、本契約に含まないこと。 

　（５）正常な管理のもとに生じた故障、初期不良等又はその他不具合が見つかった場合 
は、３年間修理するなどの対応を行うとともに、修理等に係る費用については受注 
者の負担とすること（メーカー保証の適用） 

 (６）車検証は、発行され次第速やかに、廃棄物対策課に送付すること。 
(７）車検証に記載する「使用者」欄及び「使用の本拠の位置」は以下とする。 

　　　　氏名：岸和田市 
　　　　住所：岸和田市岸城町７番１号 
　　　　本拠の位置：各所管課に確認すること 
(８）納車の際、以下のものを画像データ（PDF及び jpeg）にて提出すること。 



　　　　なお、原本（紙）も提出すること 
　　　　・車検証 
　　　　・自動車検査証記録事項 
　　　　・自賠責保険証書 
　　　　・リサイクル券 
　　　　・車両全体の写真（カラー・正面、後方、左右より全景） 
 
12．本仕様書に記載のない事項等について 
　本仕様書に記載のない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と協議の上で処理
するものとする。 
 
13．担当 
　岸和田市役所　環境農林水産部　廃棄物対策課　角谷 
　TEL：072-423-9439 
　FAX：072-436-0418 
　Mail：haikibutsu@city.kishiwada.lg.jp 


